
【トピックス】 

 
◎常時空き家コンサルタント養成講座 （オンライン開催） 

◎定例（月1回（一社）全国定借協会 役員オンライン会議 

 

●７月頃  （一社）徳島定借機構 研修会        （徳島市） 

●８月２６日 （一社）全国定借協会 関西支部講習会（大阪市）  

●９月１７日  九州定借機構 理事会・セミナー    （福岡市） 

●１０月２１日 全国定借協会・東海支部 講習会 （名古屋市） 

●11 月頃  （一社）全国定借協会総会          （東京） 

●11 月１９日 沖縄定借機構  研修会          （沖縄） 

●１２月１０日 九州定借機構 理事会・セミナ     （福岡市） 

●２月６日  九州定借機構 定借コンサルタント講座（福岡市） 

●２月中旬  沖縄定借機構 オンライン研修会     （沖縄） 

 

 

 

 



●．【地方ブロックプラットフォーム】サウンディングを希

望する案件を募集します！ 

 地方公共団体等がＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施するにあたり、民間事

業者が参画しやすくなるよう、民間事業者の意向やアイデア、関心、

課題等を把握する「サウンディング（官民対話）」を行うことが有効

です。この度、国土交通省においてサウンディングの場を設けること

としましたので、全国の地方公共団体等からサウンディングを希望

する案件を募集します。 

■開 催 日：令和７年７月 28 日（月） 

■開催形式：WEB 会議システム（Zoom を予定）により実施 

■募集期間：令和７年５月 28 日（水）14 時から６月 18 日（水）17

時まで 

■募集案件：「事業発案の検討」、「事業化の検討」又は「事業者選定

の検討」を行っている案件 

参加民間事業者及び傍聴地方公共団体の募集は 6 月下旬を予定して

おります 

▼詳細はコチラ 

https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo21_hh_000270.html 

 

https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo21_hh_000270.html


●【内閣府】PPP/PFI 推進アクションプラン(令和７年改定

版)の決定等について 

 

令和７年６月４日に、民間資金等活用事業推進会議（会長：石破内

閣総理大臣）において、「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和７年

改定版）」、「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針

（令和 7 年改定版）」及び「各種ガイドラインの一部改正」が決定さ

れました。アクションプランの改定の主要項目の一つとして、昨年版

に引き続きスモールコンセッションの推進が掲げられました。これ

を踏まえ、プラットフォームにおいても、より一層、取り組みを加速

してまいります。また、「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討す

るための指針（令和 7 年改定版）」では、地⽅公共団体における

PPP/PFI の更なる導⼊促進を図るため、優先的検討規程の策定及び運

⽤が求められる地⽅公共団体について、これまで「人口規模 10 万⼈

以上」とされていましたが、今般、「人口規模５万⼈以上」とされ、

対象となる地方公共団体が拡⼤されました。加えて、事業規模が小さ

いものについても優先的検討規程の対象にできることが明記され、

その例として、スモールコンセッションが明記されました。 



 

▼掲載事例ページ 

内閣府の以下のホームページに掲載しておりますのでご参照くださ

い。 

・第 21 回民間資金等活用事業推進会議資料 

https://www8.cao.go.jp/pfi/kaigi/21kai/kaigi_shiryo21.html 

・PPP/PFI 推進アクションプラン（令和 7 年改定版） 

https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/action_index_r7.html 

・多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針（令和 7

年改定版） 

https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/shishin_index.html 

・各種ガイドラインの一部改正 

https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/r7/guideline_r7kaisei.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www8.cao.go.jp/pfi/kaigi/21kai/kaigi_shiryo21.html
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/action_index_r7.html
https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/shishin_index.html
https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/r7/guideline_r7kaisei.html


●沖縄にてマンション管理支援事業セミナー開催！ 

 



 

 



●古材の日､5 月 31 日のモデルハウスオープンを前に小田

急不動産とのコラボでの【KATARITUGI】の発表記者会見｡ 

これから環境視点と古民家空き家課題解決の視点から古民家移築再

生を当たり前の時代にして参ります｡ 

      ↓ 

https://www.odakyu-chukai.com/kataritsugi/ 

 

 

 

 

https://www.odakyu-chukai.com/kataritsugi/


●阿波市など新ごみ処理施設 地権者との交渉終了  
阿波市と板野、上板両町が 2028 年 4 月の稼働開始を目指して

いる新ごみ処理施設整備を巡り、事業主体の中央広域環境施

設組合が、建設予定地(同市阿波町東長峰)の地権者との賃貸借

契約に関する交渉を終えたことが 1 日までに分かった。 

今回は借地にて、ごみ処理施設の建設を行います。 

今回の事業では、初めて事業用定期借地権を利用した事業に

なります。 

従来は用地を購入し建物建設する事業でしたから、建物解体

後の土地の再利用に苦慮していたとのことです。 

定期借地権契約等については、（一社）徳島定借協会阿

部理事（不動産鑑定士）・（一社）全国定借協会速水専

務理事がアドバイザーとして協力しました。 

都市部では、公有地の定借利用は当たり前になってきました

が、地方ではまだまだ利用事例は少ないと思います。 

今後は、自治体等の公共施設再利用や公有地に、定期借地を

利活用する時代が来ているのではないかと思います。 



 

     ※６月２日徳島新聞記事より 



●２０２４年度 定借住宅（区画）・マンション（戸数） 

 

 

 

2024 年度総計 33 件 1264 戸 （マンション） 

 

2024 年度総計 35 件 65 区画 （戸建住宅） 
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